
映
画

種
類 第

千

九

百

二

十

九

号

平

成

二

十

年

三

月

十

四

日

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
中
川
准
教
授
の
淫
び
な
日
々
〉

Ｐ
２

不
純
な
制
服
悶
え
た
太
も
も

色
情
淫
婦
こ
ま
さ
れ
た
女
た
ち

中
川
准
教
授
の
淫
び
な
日
々

未
亡
人
民
宿
美
熟
乳
し
っ
ぽ
り

ラ
ス
ト
､
コ
ー
シ
ョ
ン

女
復
縁
屋
美
脚
濡
れ
ば
さ
み

題
名

等

(

金
曜
日)

新
日
本
映
像

ム
ー
ビ
ー
ア
イ
エ
ン

タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

ワ
イ
ズ
ポ
リ
シ
ー

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

一
八
九
ペ
ー
ジ

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(

同

)

一
九
〇

○
鳥
獣
保
護
区
の
指
定

(

地
球
環
境
課)

一
九
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
九
一

○
大
垣
都
市
計
画
公
園
事
業
の
変
更
認
可

(

街
路
公
園
課)

一
九
一

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

一
九
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(
農
地
計
画
課)

一
九
二

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

同

)

一
九
二

○
土
地
改
良
事
業
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

一
九
二

○
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
技
能
検
定
員
審
査(

大
型
・
中
型
・
普
通
・

大
特
・
普
自
二
・
牽け

ん

引
・
大
型
二
種
・
中
型
二
種
・
普
通
二
種)

の

実
施

(

運
転
免
許
課)
一
九
三

○
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
教
習
指
導
員
審
査(

大
型
・
中
型
・
普
通
・

大
特
・
普
自
二
・
牽け

ん

引
・
大
型
二
種
・
中
型
二
種
・
普
通
二
種)

の

実
施

(

同

)

一
九
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
七
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
20年
３
月
13日
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阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日



雑
誌

種
類

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

S-G
AL【

エ
ス
ギ
ャ
ル
】

ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン

図
書
類
の
題
名

2008.
４
月
号

2008.
４
月
５

日
発
行

2008.
４
月
号

月
日
号
等

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
東
京
三
世
社

K
K
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

発
行
所
､
制
作
者
名

喜
多
緑
地
公
園

鳥
獣
保
護
区

名

称

喜
多
緑
地
公
園

鳥
獣
保
護
区

名

称

喜
多
緑
地
公
園

鳥
獣
保
護
区

名

称

環
境
生
活
部
地
球
環
境
課
、
東
濃
振
興
局
環
境
課
及
び
多
治
見
市
役
所

縦

覧

場

所

身
近
な
鳥
獣
生

息
地
の
保
護
区

指

定

区

分

多
治
見
市
都
市
計
画
緑
地
三
号
喜
多
緑
地(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
告
示
第

五
百
七
十
一
号)

区

域

当
該
地
域
は
、
尾
根
に
は
ア
カ
マ
ツ
林
、
斜
面
に
は
コ

ナ
ラ
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
等
の
落
葉
広
葉
樹
林
等
が
分
布
す
る

丘
陵
地
帯
で
あ
り
、
サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ
、
エ
ナ
ガ
、
ノ
ウ

サ
ギ
等
の
身
近
な
鳥
獣
類
が
多
数
生
息
し
て
い
る
。
自
然

と
の
ふ
れ
あ
い
や
鳥
類
の
観
察
の
場
と
し
て
最
適
で
あ
る

当
該
地
域
に
つ
い
て
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
生
息
す

る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

指

定

目

的

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
八
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
20年
３
月
13日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
犯
罪
若
し
く
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
､
青
少
年
の

健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
す
る
た
め
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳥
獣
保
護

区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
縦
覧
場
所
を
公
告
す

る
。な

お
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
区
域
に
係
る
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
平
成
二
十
年

三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
当
該
指
針
の
案
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
知
事

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

鳥
獣
保
護
区
の
名
称
及
び
区
域

二

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

四

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

岐

阜

南

濃
線

路
線
名

区

間

羽
島
市
堀
津
町
字
堀
津
千
束
二
五

五
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

二
五

八
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成�･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

白

川

福

岡
線

加
茂
郡
白
川
町
黒
川
字
道
木
一
二

四
一
番
一
四
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
二

六
一
番
三
地
先
ま
で ��･�

平
成
��･�･��
平
成
��･��･��

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
垣
都
市
計
画

公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

垂
井
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
公
園
事
業

６
・
５
・
１
０
１
号

朝
倉
公
園

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
字
西
山
田
、
字
北
山
、
字
朝
倉
、
字
榊
畑
及
び
字
若
宮
並
び

に
同
町
字
野
田
地
内

使
用
の
部
分

な
し公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利
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カ
ラ
フ
ト
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

土

岐

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
〇
・

三
・
一
四
か
ら

同

四
・
一
四
ま
で

縦

覧

期

間

県
営
水
田
農
業
振
興
緊
急

整
備
事
業

県
営
特
定
農
業
用
管
水
路

等
特
別
対
策
事
業

事

業

の

種

類

海

津

２

期

地

区

三

ツ

目

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
二
〇
・

二
・
二
〇

平
成
二
〇
・

一
・
三
一

工
事
完
了
年
月
日

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
資
源
環
境
改
善
協
会

三

代

表

者

の

氏

名

林

隆
秀

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
羽
島
市
足
近
町
七
丁
目
五
二
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
部
地
方
に
在
住
す
る
市
民
に
対
し
て
、
省
エ

ネ
・
省
資
源
に
係
る
技
術
的
な
知
識
・
情
報
の
提
供
及
び
若
者
に

対
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
じ
た
節
約
、
省
エ
ネ
・
省
資
源

等
の
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
大
量
消
費
社
会
か
ら
の
決
別

と
未
来
へ
つ
な
が
る
永
続
的
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

平
成
��･�･��
理
事

後

藤

昭

夫

関
市
仲
町

一
二
番
四
五
号

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

平
成
��･�･��
理
事

尾

藤

義

昭

関
市
長
住
町

一
番
地
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普
通
自
動
二
輪
車
免
許
に

係
る
技
能
検
定
員
審
査

(

普
自
二)

大
型
特
殊
自
動
車
免
許
に

係
る
技
能
検
定
員
審
査

(

大
特)

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る

技
能
検
定
員
審
査(

普
通)

中
型
自
動
車
免
許
に
係
る

技
能
検
定
員
審
査(

中
型)

大
型
自
動
車
免
許
に
係
る

技
能
検
定
員
審
査(

大
型)

審

査

の

種

類

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日

同
月
三
十
日

同
年
十
月
七

日

同
月
十
四
日

同
年
十

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

同
年
十
月
十
六
日

同
年

十
一
月
十
三
日

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

同
月
十
七
日

同
年
八
月
六

日 平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

同
年
十
月
六
日

同
月
九

日

同
年
十
一
月
六
日

同

月
十
二
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

同
年
十
一
月
十
日

期

日

岐
阜
市
三
田
洞
東
一
丁
目
二
二
番

八
号

岐
阜
県
警
察
本
部

交
通
部
運
転

免
許
課 場

所

技
能
検
定

に
関
す
る

技
能

審
査
項
目

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

(

普
通
二
種)

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許

に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

(

中
型
二
種)

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

(

大
型
二
種)

牽け
ん

引
免
許
に
係
る
技
能
検

定
員
審
査(

牽け
ん

引)

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要

な
自
動
車
の
運
転
技
能

審

査

細

目

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

同
月
二
十
三
日

同
年
十
二

月
三
日

同
月
十
日

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

同
月
二
十
三
日

同
年
十
二

月
三
日

同
月
十
日

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

同
月
二
十
三
日

同
年
十
二

月
三
日

同
月
十
日

平
成
二
十
年
十
月
八
日

同

月
十
五
日

同
年
十
一
月
五

日 一
月
四
日

同
月
十
一
日

実
技
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準

技
能
試
験(

自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
つ
い

て
の
運
転
免
許
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
方

法
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、

九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

審

査

方

法

等

○
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
技
能
検
定
員
審
査(

大
型
・
中
型
・
普
通
・
大
特
・
普
自
二
・
牽け
ん

引
・

大
型
二
種
・
中
型
二
種
・
普
通
二
種)

の
実
施

道
路
交
通
法(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
技
能
検
定
員
審
査
を
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下｢

規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

鈴

木

嘉

進

一

技
能
検
定
員
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

二

技
能
検
定
員
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

申
請
に
必
要
な
書
類

審
査
申
請
書
、
住
民
票
の
写
し
、
運
転
記
録
証
明
書
及
び
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た

運
転
免
許
証
の
写
し
並
び
に
規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
、
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面

２

提
出
先

岐
阜
県
公
安
委
員
会(

交
通
部
運
転
免
許
課
経
由)

三

そ
の
他
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

１

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
普
通

自
動
二
輪
車
免
許
又
は
牽け

ん

引
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
の
審
査
方
法
及
び
そ
の
合
格
基
準
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技
能
検
定

に
関
す
る

知
識

技
能
検
定

に
関
す
る

技
能

審
査
項
目

技
能
検
定

に
関
す
る

知
識

道
路
運
送
法(

昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
八
十
三
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

及
び
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律(

平
成
十
三
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
自
動

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関

す
る
観
察
及
び
採
点
の
技

能 技
能
検
定
員
と
し
て
必
要

な
自
動
車
の
運
転
技
能

審

査

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評

価
方
法
に
関
す
る
知
識

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す

る
知
識

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る

法
令
に
つ
い
て
の
知
識

法
第
百
八
条
の
二
十
八
第

四
項
に
規
定
す
る
教
則
の

内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

す
る
観
察
及
び
採
点
の
技

能

論
文
式
、
択
一
式
、
補
完
式
又
は
正
誤
式
の
筆
記
試

験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
論

文
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

実
技
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準

は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

技
能
試
験
の
方
法
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の

合
格
基
準
は
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ

る
こ
と
。

審

査

方

法

等

面
接
試
験
又
は
論
文
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

論
文
式
、
択
一
式
、
補
完
式
又
は
正
誤
式
の
筆
記
試

験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
論

文
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

大
型
特
殊
自
動
車
免
許
に

係
る
教
習
指
導
員
審
査

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る

教
習
指
導
員
審
査(

普
通)

中
型
自
動
車
免
許
に
係
る

教
習
指
導
員
審
査(

中
型)

大
型
自
動
車
免
許
に
係
る

教
習
指
導
員
審
査(

大
型)

審

査

の

種

類

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評

価
方
法
に
関
す
る
知
識

車
運
転
代
行
業
に
関
す
る

法
令
に
つ
い
て
の
知
識

平
成
二
十
年
六
月
十
六
日

同
月
二
十
五
日

同
年
七
月

平
成
二
十
年
九
月
二
日

同

月
三
日

同
年
十
月
一
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

同
年
七
月
十
四
日

同
月
三

十
日

同
年
八
月
十
八
日

同
月
二
十
五
日

平
成
二
十
年
七
月
二
十
八
日

同
年
八
月
二
十
日

期

日

論
文
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の

合
格
基
準
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で

あ
る
こ
と
。

岐
阜
市
三
田
洞
東
一
丁
目
二
二
番

八
号

岐
阜
県
警
察
本
部

交
通
部
運
転

免
許
課 場

所

２

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る

技
能
検
定
員
審
査
の
審
査
方
法
及
び
そ
の
合
格
基
準

○
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
教
習
指
導
員
審
査(

大
型
・
中
型
・
普
通
・
大
特
・
普
自
二
・
牽け
ん

引
・

大
型
二
種
・
中
型
二
種
・
普
通
二
種)

の
実
施

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
九
十
九
条
の
三
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
教
習
指
導
員
審
査
を
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下｢

規
則｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

鈴

木

嘉

進

一

教
習
指
導
員
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所
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審
査
項
目

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

(

普
通
二
種)

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許

に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

(

中
型
二
種)

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

(

大
型
二
種)

牽け
ん

引
免
許
に
係
る
教
習
指

導
員
審
査(

牽け
ん

引)

普
通
自
動
二
輪
車
免
許
に

係
る
教
習
指
導
員
審
査

(

普
自
二)

(

大
特)

審

査

細

目

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

同
月
二
十
三
日

同
年
十
二

月
三
日

同
月
十
日

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

同
月
二
十
三
日

同
年
十
二

月
三
日

同
月
十
日

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

同
月
二
十
三
日

同
年
十
二

月
三
日

同
月
十
日

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日

同
月
二
十
三
日

同
年
七
月

二
十
三
日

同
年
八
月
十
一

日 平
成
二
十
年
六
月
十
七
日

同
月
二
十
四
日

同
年
七
月

一
日

同
年
八
月
十
二
日

同
月
十
九
日

二
十
四
日

同
年
八
月
十
四

日

審

査

方

法

等

教
習
に
関

す
る
技
能

審
査
項
目

教
習
に
関

す
る
知
識

教
習
に
関

す
る
技
能

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要

な
自
動
車
の
運
転
技
能

審

査

細

目

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要

な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る

法
令
に
つ
い
て
の
知
識

法
第
百
八
条
の
二
十
八
第

四
項
に
規
定
す
る
教
則
の

内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に

関
す
る
知
識

学
科
教
習(

自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
知
識
の
教
習

を
い
う
。)

に
必
要
な
教

習
の
技
能

技
能
教
習(

自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
の
教
習

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
必
要
な
教
習
の
技
能

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要

な
自
動
車
の
運
転
技
能

技
能
試
験
の
方
法
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の

合
格
基
準
は
、
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で

あ
る
こ
と
。

審

査

方

法

等

面
接
試
験
又
は
論
文
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

論
文
式
、
択
一
式
、
補
完
式
又
は
正
誤
式
の
筆
記
試

験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
論

文
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

実
技
試
験
又
は
面
接
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、

そ
の
合
格
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

技
能
試
験(

自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
つ
い

て
の
運
転
免
許
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
方

法
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、

八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

二

教
習
指
導
員
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

申
請
に
必
要
な
書
類

審
査
申
請
書
、
住
民
票
の
写
し
、
運
転
記
録
証
明
書
及
び
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た

運
転
免
許
証
の
写
し
並
び
に
規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２

提
出
先

岐
阜
県
公
安
委
員
会(

交
通
部
運
転
免
許
課
経
由)

三

そ
の
他
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

１

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
普
通

自
動
二
輪
車
免
許
又
は
牽け

ん

引
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
の
審
査
方
法
及
び
そ
の
合
格
基
準

２

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る

教
習
指
導
員
審
査
の
審
査
方
法
及
び
そ
の
合
格
基
準
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教
習
に
関

す
る
知
識

道
路
運
送
法(

昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
八
十
三
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

及
び
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律(

平
成
十
三
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
自
動

車
運
転
代
行
業
に
関
す
る

法
令
に
つ
い
て
の
知
識

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習

の
技
能

論
文
式
、
択
一
式
、
補
完
式
又
は
正
誤
式
の
筆
記
試

験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
論

文
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

実
技
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準

は
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。
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所
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者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
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と
ぴ
あ
十
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年
四
八
、
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円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


